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本マニュアルについて 
本マニュアルは、Microsoft Windows2000/XPおよび InternetExplorerの標準的な操
作を習得している方を対象として、CECTRUST®（シーイーシー・トラスト）保管サ
ービスの機能から操作方法までを説明しています。 

 
本マニュアルで使う表記 

本マニュアルでは、下記の表記を用いています。 
表記 説明 
クリック 特に断りがない限り、左クリック 1 回を示します。 

選択する いくつかの選択肢から目的のものをクリックして選ぶ

ことを示します。 

[ ]で囲まれた文字列 ボタン名、メニュー名または項目名 

Point ポイント、補足事項 

 
 
原本保管サービス操作マニュアル改訂履歴 
 
 

日付 バージョン 内容 

2005/09/20 1.0 リリース 

2006/04/10 2.0 画面差し替え、機能追加説明 

2006/04/26 2.01 入力文字制限追加 

2006/08/15 2.02 ＮＴＴアプリエ PS、PS2 証明書に対応 

2007/03/19 2.03 Acrobat8 に対応 
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第 1章 はじめに ‒必ずお読みください- 
 

1-1. 操作手順について 

 

CECTRUST®原本保管サービスの操作は、本マニュアルの第２章のはじめから手順番号ど
おりにすすめてください。 

ヘルプデスクでは、通常処理操作のガイダンスは対応しておりません。本マニュアルをよくお

読みのうえ、手順どおりに操作をすすめてください。 

エラーなどが出る場合は巻末の「こまったときは(FAQ)」の内容を確認してください。 

 

1-2. こまったときは・・・ 

 

本サービスに関する質問がある、また本マニュアル内の操作途中にエラーが出るなどの際

は、お問い合せの前に必ず巻末の「こまったときは(FAQ)」の内容を参照してください。 

 

また「こまったときは(FAQ)」に掲載されていないご質問の場合、巻末の「お問い

合せシート」に必要事項を控えてからご質問ください。 

お問い合せは、できるだけ電子メールまたは FAX でお寄せください。 

 

1-3. ID やパスワードの管理 

 

本サービスご利用 ID やパスワードは失念のないよう、厳重に管理してください。 

 

はじめて本サービスにログインする際は、「パスワード変更」画面が表示されま

す。この画面でパスワード変更をされた場合は、新しいパスワードを必ず控え、

担当者が変更する際には引き継いでください。 

万が一IDを紛失した際は、社内の当サービスご連絡担当者（はじめのお手続き

時にご連絡担当者を登録していただいています）にご確認のうえ、電子メール

にてお申し出ください。ID の紛失はお電話では受付できません。 

パスワードの失念は、ご利用IDを記入のうえ、電子メールにてお申し出ください。お電話では

受付できません。 
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1-4. パソコン環境の確認 

 

CECTRUST 原本保管サービスご利用にあたっての動作環境は以下のとおりです。ご利用の

パソコンを確認してください。 

 

 

ハードウェア（推奨） 

 CPU Pentium 133MHz 以上 

 メモリ 128Mbyte 以上 

 ハードディスク 1Gbyte 以上 

 

ＯＳ 

Windows®2000 SP4（推奨） 
Windows®XP (Professional, HomeEdition) SP2（推奨） 
 

 

ブラウザ 

 InternetExplorer 6.0 

 

Acrobat® 
 Acrobat ®6.0(Professional, Standard) 
 Acrobat ®7.0(Professional, Standard) 
    Acrobat ®8.0(Professional, Standard) 
 

表示解像度 

 1024×768 ドット以上 

  それ以上小さい画面は、スクロールが必要となる場合があります。 
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第 2章 CECTRUST 原本保管サービスの操作 
 

2-1. CECTRUST原本保管サービス概要 

 

CECTRUST 原本保管サービスでは、以下のように重要電子ファイルが長期にわたり安全に、

原本保管されます。保管されたデータの存在時刻や原本性検証することができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

案件情報の変更 

P.16 

原本性検証 

P.19 

案件の表示/非表示 P.13 

案件の移動 P.16 

保管フォルダ管理 P.23 

NTT データ運営のﾃﾞｰﾀｾ
ﾝﾀ

 

 

原本保管 
 

・原本ファイル 
・証明書＆署名 

・ScureSeal®証明書(タイムスタ
ンプ) 

CECTRUST 原本保管サービス 
(原本性保証サービス) 

原
本
フ
ァ
イ
ル
作
成 

案件登録・送信 

P.6 

署名・証明書検証 

P.21 

案件検索(閲覧) 

P.11 

※「証明書・署名検証」は PDF 形式

のファイルに電子署名がされている場

合のみ使用します。ファイルへの電子

署名は必須ではありません。 
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2-2. ログインと操作メニュー 

 

CECTRUST 原本保管サービスへは、ユーザーID(us-・・・・・)または会社 ID(cs-・・・・・)を使っ

てログインします。 

ID と初期パスワードは、ご連絡担当者へ電子メールにてご案内しています。 

 

１１  https://st01.dlms.ne.jp/にアクセスし、IDとパスワードを入力したら[ログイン]をクリックします。 

 

通常処理は”us-・・・”で始まるユーザーIDを使用します。 

  
 

はじめて使用した IDでログインしたときは、ログイン後に【パスワード変更画面】

が表示されます。 

パスワードを変更する際は、変更後のパスワードを厳重に管理してください。 

パスワードは半角文字で英大文字・英小文字を区別します。 

パスワードを失念するとログインできなくなりますので、十分注意してください。

 

 

Point 
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＜ブラウザに InternetExplorer を使用した場合＞ 

ブラウザのオートコンプリート機能を利用して、ID とパスワードの保存ができます。

設定を変更する場合は、InternetExplorer を起動し、[ツール]→[インターネット 

オプション]→[コンテンツ]→[オート 

コンプリート]より設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ログインをするとトップ画面が表示されます。 

各操作は操作メニューから行ない、登録されたデータは保管フォルダに保存されます。 

 

＜トップ画面の構成＞ 

 
 

操作メニュー 

各メニューボタンをクリッ

クして操作をします。 

ログインに使用する ID に

よって、表示される内容

が異なります。 

お知らせ 

システムメンテナンスなどサービスご

利用にあたってのお知らせが随時

更新されます。 

保管場所 

ログインに使用する IDに

よって、表示される内容

が異なります。 

ご利用メニュー 

サービス利用規約など、本

サービスをご利用いただくに

あたってのメニューです。 

手続き上必要な書類等

は[ダウンロード]メニューから

ご利用いただけます。 

LOGOFF ボタン 

サービスからログオフす

るときにクリックします。

Point 
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＜操作メニュー＞ 
表示される操作メニューはログインに使用する ID によって内容が異なります。 

 

「ユーザーID(us-・・・・・)でログインした場合」 

「会社 ID(cs-・・・・・)でログインした場合」 

メニュー名 操作内容 参照頁

[TOP] ログイン直後のトップ画面が表示されます。 P.3 

[案件登録] 原本データを登録します。 P.6 

[案件検索] 保管されたすべてのユーザーのデータを検索します。 P.11 

[一覧表示] 保管されたすべてのユーザーのデータ全件を一覧で表示します。 P.11 

[フォルダ作成] ユーザーがデータを保存するフォルダを作成します。 P.24 

[フォルダ変更] 既に保存されているデータの、ユーザーの保管先フォルダを変更しま

す。 

P.26 

[フォルダ削除] データが保存されていたユーザーのフォルダを削除します。 P.29 

[ユーザ情報変

更] 

ご利用のＩＤに設定されているユーザー情報の確認・変更を行います。  P.30  

※会社 ID では案件登録・送信は行なえません。 

＜保存場所＞ 
 

ログインに使用する ID によって、保存場所に表示される内容が異なります。 

各保存場所をクリックすると、それぞれに保存されているデータが表示されます。 

 

                         ･ 

ユーザーID(us-・・・)で

ログインした場合。 

自分の保管フォルダの

み表示されます。 

会社 ID(cs-・・・)でログイン

した場合。 

各ユーザーの保管フォルダ

が表示されます。 
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各保存場所をクリックすると、それぞれのフォルダに保存されているデータが表示されます。 

 

 

※保存場所の変更やフォルダの管理の操作説明は、「2-6. 案件情報の変更・移動(P.16)」、「2-9. 保管フ

ォルダの管理(P.23)」を参照してください。 
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2-3. 案件登録・送信 

 

原本ファイルを作成したら、CECTRUST にデータを登録し、原本保管をするサーバーへ送信

します。 

 

１１  
ユーザーID でログインをし、トップ画面が表示されたら[案件登録]をクリックします。 

 

  

２２  
案件名を入力し、作成した原本ファイルを[参照]ボタンから指定して、保管場所を選択します。 

必要に応じて、自由記入欄の入力をします。 

 

 

会社 ID(cs-・・・・)でログインしたときは、案件登録は行なえません。 

この操作は、ユーザーID(us-・・・・)でログインして行なってください。 

Point 

 

 

一つの案件に複数の原本ファイルをまとめて登録するときは、原本ファイル右の

[追加]ボタンをクリックすると一度の操作で６件まで登録できます。 

保管場所は、あとから変更することができます。 

Point 
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３３  
保管場所のフォルダをダブルクリックして指定します。※図では＜デフォルト＞フォルダを例にします。 

 

はじめに親フォルダをダブルクリックし、次にその配下の子フォルダをクリックで選択します。 

（親フォルダ、子フォルダの説明「2-9. 保管フォルダの管理(P.23)」参照） 

 

 

 

親フォルダにはデータを登録できません。必ず子フォルダを選択してください。

（親フォルダ、子フォルダの説明「2-9. 保管フォルダの管理(P.23)」参照） 

 
 

「保管場所」欄の一番上の行に「↑上のフォルダへ」が表示されているときは、

子フォルダを参照しています。一番上の行に「↑上のフォルダへ」がないとき

は、親フォルダを参照しています。 

 

 

 

 

 

 

Point 

 

親フォルダの＜保管フォルダ＞をダ

ブルクリックし、配下の子フォルダを

表示 

表示された子フォルダの＜サブフ

ォルダ＞をクリックで選択 

「↑上のフォルダへ」がある場合 

子フォルダが表示されています 

該当のフォルダをクリックで選択します 

「↑上のフォルダへ」がない場合 

親フォルダが表示されています 

ダブルクリックをして子フォルダを表示します
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４４  
保管場所の子フォルダを選択したら、[登録]ボタンをクリックします。 

５５  
送信前の確認画面が表示されます。 

 

[OK]ボタンをクリックすると、保管文書の署名・証明書検証結果画面に遷移します。 

内容に間違えがある場合は、[案件登録に戻る]ボタンをクリックして、登録画面に戻ります。 

案件登録画面に戻った場合、原本ファイルは再度選択してください。 

 

  
 

この画面で原本ファイルのチェックボックスにチェックを入れると、原本性保証

サービス SecureSeal®に登録され、課金が発生します。 

案件名と自由記入欄、保管場所は登録した後でも変更ができます。 

Point 

 

原本性を登録したいファイル

のチェックボックスにチェックを

入れる。 
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６６  案件の登録前に、保管対象の文書が PDF の場合、署名・証明書検証を実施します。検証結果
に問題がある場合でも、登録は可能です。 

 この画面で「登録」ボタンを押すと、原本ファイルはサーバへ送信され、課金が発生します。 

内容を確認し、問題がある場合は「案件登録に戻る」ボタンを押し、再度登録してください。 

原本がＰＤＦファイルの場合のみ、署名・証明書の検証を実施します。一つのフ

ァイルに複数の署名がついている場合、最新の署名からさかのぼって５個までを

検証します。 

検証結果が赤字で表示された場合、検証結果に問題がある可能性があります。 

Point 
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７７  
送信完了確認画面が表示され、案件番号と保管場所を確認できます。 

 

 [TOP へ戻る]ボタンをクリックすると、トップ画面に変わります。 

引き続き登録操作を行なうときは、[引き続き登録]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
[参考] 

CECTRUST原本保管サービス 入力文字制限 一覧 
入力項目 サイズ 文字種(下表参照) 
案件名 256byte B 
自由記入欄 1～１０ 256byte B 
   

文字種 B     
半角は ASCII文字、全角は JISX0208   
全角チルダ～、全角スラッシュ／、全角マイナス－、全角∥、全角¬、全角¢、全角

£は除く 

 

案件番号は、システムから自動で採番される番号です。 

その案件データを特定することができる番号ですので、案件検索の際に指定する

と便利です。 

Point 
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2-4. 案件検索 

 

保管された原本ファイルは、案件検索メニューから検索し、その内容を確認することができま

す。 

 

１１  
操作メニューの[案件検索]をクリックします。 

 

２２  
案件検索の画面で、任意の項目に条件を指定し、[上記の条件で検索]ボタンをクリックします。 

条件で絞り込まず、全データを表示するときは[全件を表示]ボタンをクリックします。 

 

ここで[一覧表示]ボタンをクリックすると、保管されているデータのすべてが表示

されます。 

保管データの件数が多いときは、[案件検索]から任意の条件を指定して、目的の案

件を検索すると便利です。 

Point 
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３３  
指定された条件と一致する案件が表示されます。 

[詳細]の文字をクリックすると案件の詳細画面に変わります。 

[一覧をダウンロード]ボタンをクリックすると、この一覧をタブ区切りのテキストファイルでダウンロー

ドすることができます。 

※「原本登録時」は案件登録画面で登録ボタンを押した時点（処理開始時点）となります。

  

４４  
案件詳細の画面では、保管したファイル名をクリックしてダウンロードすることができます（課金対象で

はありません）。 

[案件一覧に戻る]ボタンをクリックすると案件検索の結果一覧の画面に戻ります。 

 

 

条件を指定して検索しても、目的のデータが表示されないときは、[全件を表示]

ボタンをクリックしてください。 

または、画面上部のメニュー[一覧表示]ボタンをクリックしてください。 

Point 

 

原本がＰＤＦファイルの場合のみ、署名・証明書の検証ボタンが表示されます。（課

金対象ではありません。） 

また、登録時に SecureSeal®登録にチェックを付けたファイルにのみ、原本性検証

ボタンが表示されます。原本性検証を行うと課金が発生します。 

Point 
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2-5. 案件の表示/非表示 

 

保管されたデータは、表示または非表示にする切り替えができます。 

保管のデータ数が多くなったときなど、参照頻度が殆どないデータは非表示にすると、 

検索結果一覧に表示されません。 

 

１１  
操作メニューの[案件検索]または[一覧表示]をクリックし、該当の案件データを一覧に表示します。 

 

２２  
案件データの[詳細]をクリックします。 
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３３  
案件詳細の画面で[非表示にする]ボタンをクリックします。 

 

４４  
非表示に設定されると[非表示にする]ボタンが[表示する]ボタンに変わります。 

再度[表示する]ボタンをクリックすると、表示に設定されます。 
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画面上は[非表示にする]ボタンが[表示する]ボタンに変わるのみですが、「案件検

索」画面で、「表示のみ」を選択したまま[上記の条件で検索]ボタンをクリックす

ると、非表示設定にされた案件は一覧に表示されません。 

 

 

非表示設定にしたもの以外の案件データ(表示設定のデータ)のみ一覧に表示され

ます。 

 

 

「案件検索」画面で[全件を表示]ボタンをクリックしたとき、またはメニューの[一

覧表示]をクリックしたときは、非表示設定の案件データも一覧に表示されます。

Point 
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2-6. 案件情報の変更・移動 

 

保管済みの案件の情報を変更することができます。また保管場所を移動することもできま

す。 

 

１１  
操作メニューの[一覧表示]か[案件検索]をクリックし、目的の案件を表示します。 

保存場所のフォルダ名をクリックすると、そのフォルダに保管されているすべての案件が表示され

ます。 

２２  
案件一覧の画面で[詳細]の文字をクリックすると案件の詳細画面に変わります。 

 

 

ここで[一覧表示]ボタンをクリックすると、保管されているデータのすべてが表示

されます。 

保管データの件数が多いときは、[案件検索]から任意の条件を指定して、目的の案

件を検索すると便利です。 

Point 

 

 

条件を指定して検索しても、目的のデータが表示されないときは、[全件を表示]

ボタンをクリックしてください。 

Point 
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３３  
案件詳細の画面で、[案件の情報変更・移動]をクリックします。 

 

４４  
案件の変更・移動画面が表示され、「案件名」、「自由記入欄１～１０」を変更することができま

す。 

保管フォルダを変更するときは、保管場所欄の該当フォルダをクリックして選択します。 

「↑上のフォルダへ」の行をダブルクリックすると、親フォルダの一覧が表示され、他の階層を選択する

ことができます。（親フォルダ、子フォルダの説明「2-9. 保管フォルダの管理(P.23)」参照） 

 

保管場所を変更するときは、はじめに「↑上のフォルダへ」の行をダブルクリ

ックして、親フォルダの一覧を表示し、目的のフォルダの親フォルダをダブル

クリックすると、目的のフォルダを選択できます。 

   

Point 

 

「↑上のフォルダ

へ」をダブルクリック

親フォルダを 

ダブルクリック 目的のフォル

ダをクリック 

① ② ③ 
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５５  
変更内容が確定したら、[変更]ボタンをクリックします。 

６６  
再び案件詳細画面が表示され、変更された内容が反映されていることを確認します。 

[案件一覧に戻る]ボタンで、一覧の画面に戻ります。 

 

 

 

保存場所を変更したときは、変更した保管フォルダをクリックして確認すること

もできます。該当の案件が一覧に表示されることを確認してください。 

Point 
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2-7. 原本性検証 

 

本サービスは保管された原本ファイルが改ざんされていないことを証明する原本性検証の機

能をそなえています。 

 

１１  
操作メニューの[一覧表示]か[案件検索]をクリックし、目的の案件を表示させます。 

保存場所のフォルダ名をクリックすると、そのフォルダに保管されているすべての案件が表示されま

す。 

２２  
案件一覧画面で目的の案件の[詳細]の文字をクリックします。 

３３  
案件詳細画面で、[原本性検証]ボタンをクリックします。 

 

 

原本ファイルのダウンロード、および原本ファイルの署名・証明書検証は課金対

象ではありません。 

ファイルのダウンロードは、それぞれのファイル名をクリックすると行なえます。

 

Point 
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４４  
確認画面で[OK]ボタンをクリックします。 

この案件データを保持しているユーザーIDに対して課金されます。 

５５  
検証結果の画面が表示されます。 

[OK]ボタンで案件詳細画面に戻ります。 

 

原本性検証結果の画面を印刷する際は、ブラウザの「背景を印刷」設定を行なう

と、検証マークも合わせて印刷することができます。 

 

～背景を印刷する設定方法～ 

＜Internet Explorer の設定方法＞ 

 [ツール]メニューから[インターネットオプション]を選択し、[詳細設定]タブの

中の「印刷」項目の“背景の色とイメージを印刷する”チェックボックスにチェ

ックを入れます。 

 

Point 
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2-8. 署名・証明書検証 

 

原本ファイルに電子署名を行ない保管したときは、電子署名、電子証明書の検証を行なうこ

とができます。 

 

本サービスで対応する電子証明書は、「CECSIGN(㈱コンストラクション・イーシー・ドットコ

ム)」、「Type-A㈱帝国データバンク」、「e-Probatio PS・e-Probatio PS2㈱ＮＴＴアプリエ」電子

証明書です。上記以外の電子証明書を使った場合は、署名、証明書検証は行なえません。 

 

１１  
操作メニューの[一覧表示]か[案件検索]をクリックし、目的の案件を表示させます。 

保存場所のフォルダ名をクリックすると、そのフォルダに保管されているすべての案件が表示され

ます。 

２２  
案件一覧画面で目的の案件の[詳細]の文字をクリックします。 

３３  
案件詳細画面で、[署名・証明書検証]ボタンをクリックします。 
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４４  
電子署名と電子証明書の検証結果画面が表示されます。内容を確認してください。 

複数の署名がされているときは、最新の署名から 5個までの結果が表示されます。 

[OK]ボタンをクリックすると案件詳細画面に戻ります。 
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2-9. 保管フォルダの管理 

 

保存されるデータは保管フォルダに管理されます。保管フォルダは作成、削除、変更ができ、

また案件の保存場所を変更することができます。 

 

  

＜フォルダの説明＞ 

 フォルダは親フォルダと子フォルダで形成されます。 

案件データは子フォルダに保存(登録)でき、親フォルダには保存(登録)できません。 

 

作成されたフォルダは画面左の「保存場所」に表示され、▼印または親フォルダ名をクリックして、子フォ

ルダの展開、折りたたみができます。 

子フォルダ名に付いている数字は、フォルダの中に保存されている案件データの件数です。 

             

                                   
      

 子フォルダ名をクリックすると、その中に保存されている案件の一覧が表示されます。 

 

会社 ID(cs-・・・・)でログインすると、配下の全ユーザーの保管フォルダが管理

できます。 

ユーザーID(us-・・・・)でログインするときは、そのユーザーの配下の保管フォ

ルダのみ管理できます。 

Point 

 

 

保管フォルダを作成しない場合は、すべての案件データが「保管フォルダ」内に

保存されます。 

Point 

 

▼印または

フォルダ名

をクリック 

クリックした親フォルダの下の

子フォルダが表示されます 

親フォルダ 
子フォルダ 
親フォルダ 
子フォルダ 



CECTRUST®原本保管サービス操作マニュアル 
2-9. 保管フォルダの管理 

 
第 2章- 24 

 フォルダの管理は操作メニューの[フォルダ作成]、[フォルダ変更]、[フォルダ削除]ボタンからそれぞれ行な

います。 

＜フォルダの作成＞ 

１１  
フォルダを新たに作成するときは、[フォルダ作成]ボタンをクリックし、表示された画面の「フォルダ名」欄に

フォルダの名前を入力します。 

 

会社 ID でログインしているときは、「案件保持者 ID」欄で、フォルダを作成するユーザーを選択します。

２２  
「作成場所」欄でフォルダを作成する場所を選択したら[登録]ボタンをクリックします。 
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同一ユーザーの同じ階層には、同じフォルダ名は作成できません。 

ユーザーが異なったり、階層が異なったりしていれば、同じフォルダ名の作成が

可能です。 

 
例 作成する ID 作成する場所 作成するフォルダ名 可/不可 

us-・・01 A 社フォルダ ○○フォルダ 
例１ 

us-・・01 A 社フォルダ ○○フォルダ 
× 

us-・・01 A 社フォルダ ○○フォルダ 
例２ 

us-・・01 B 社フォルダ ○○フォルダ 
○ 

us-・・01 A 社フォルダ ○○フォルダ 
例３ 

us-・・02 A 社フォルダ ○○フォルダ 
○ 

 

Point 

 

 

「保管フォルダ」と同一階層に作成するフォルダはすべて親フォルダです。 

親フォルダにはデータを登録することができません。 

親フォルダの下にさらに子フォルダを作成する必要があります。 

 
 

 

 
 

 

作成できる親フォルダは、１IDにつき１００個までです。 

また、１つの親フォルダの下に作成できる子フォルダは１００個までです。 

Point 

 

親フォルダを選択 

子フォルダ名を入力 
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＜フォルダの変更＞ 

１１  
操作メニューの[フォルダ変更]ボタンをクリックすると、フォルダ名の変更やフォルダの場所を変更すること

ができます。 

会社 ID でログインしているときは、「案件保持者 ID」欄で、該当フォルダを持っているユーザーを選択し

ます。 

２２  
フォルダ変更画面で変更対象の「対象フォルダ」欄から該当のフォルダを選択します。 

     
 会社 ID でログインしているときは、「案件保持者 ID」欄で、該当フォルダを持っているユーザーを選択

します。 

※ここでは「□□プロジェクトに関する文書」フォルダの

子フォルダ「2005 年 8 月分」フォルダを、「▲▲文書」

フォルダの下に移動する例で説明します。 

 

「対象フォルダ」欄の一番上の行に「↑上のフォルダへ」が表示されていると

きは、子フォルダを参照しています。一番上の行に「↑上のフォルダへ」がな

いときは、親フォルダを参照しています。 

必ず子フォルダを選択してください。親フォルダは移動できません。 

 

 

 

 

 

   

Point 

 

「↑上のフォルダへ」がある場合 

子フォルダが表示されています 

該当のフォルダをクリックで選択します 

「↑上のフォルダへ」がない場合 

親フォルダが表示されています 

ダブルクリックをして子フォルダを表示します 
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３３  
変更先欄で、「フォルダ名」欄に入力し、「移動場所」欄で該当フォルダを選択します。 

 

会社 ID でログインしているときは、「案件保持者 ID」欄で、該当フォルダを持っているユーザーを選択し

ます。 

 

変更内容を確認したら、[変更]ボタンをクリックします。 

 

フォルダ名のみ変更する場合は、移動場所で現在のフォルダを選択します。 

移動場所のみを変更する場合は、フォルダ名欄に現在のフォルダ名が入っている

ことを確認します。 

Point 

 

 

＜保管フォルダ＞へフォルダを移動することはできません。 

 
 

親フォルダを、子フォルダの配下へ移動することもできません。 

 

Point 
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４４  
変更が完了したら、画面左の「保存場所」欄で変更が反映されていることを確認します。 
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＜フォルダの削除＞ 

１１  
操作メニューの[フォルダ削除]ボタンをクリックすると、フォルダ削除画面が表示されます。 

削除するフォルダを選択し、[削除]ボタンをクリックするとそのフォルダは削除されます。 

 

会社 ID でログインしているときは、「案件保持者 ID」欄で、該当フォルダを持っているユーザーを選択し

ます。 

 

 

 

対象のフォルダの配下に案件データやフォルダが存在しているときは削除できま

せん。 

Point 

 

 

＜保管フォルダ＞は削除できません。 

Point 

 

 

削除できないフォルダは、フォルダ名が灰色で表示され、[削除]ボタンが押せない

状態になります。 

Point 
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2-10. ユーザー情報変更 

 
CECTRUST サービスでご利用の ID に設定されているユーザー情報を確認します。 

 

１１  
ログイン後、画面上部のメニュー[ユーザー情報変更]をクリックします。 
 

 

２２  
ユーザー情報変更画面が表示されます。変更が必要な項目を編集し、【変更]ボタンを
クリックします。 
内容の変更をしないときは、画面上部の[TOP]をクリックするとはじめのお知ら
せ画面が表示されます。 

 

 
 

 

 ！ポイ

ント 
この画面の E メールアドレス欄に登録されているアドレスが、通知メール

の宛先です。 
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３３  
内容を確認し【OK】ボタンをクリックします。 
 
その後システムから自動的に確認のメールが送信されます。確認のメール本文は、個
人情報保護の観点から、変更された内容は記載されません。 
内容の確認は、ログインをしてこの画面で確認してください。 

 

 
 
 
[参考] 

CECTRUST原本保管サービス 入力文字制限 一覧 
入力項目 サイズ 文字種(下表参照) 
名前 40byte D 
カナ 40byte C 
部署 40byte Ｄ 
役職 40byte Ｄ 
電話番号 14byte 半角数字、半角ハイフン 
FAX番号 14byte 半角数字、半角ハイフン 

E-mail 100byte 
Ａ、半角アットマーク、半角

ピリオド 
   

文字種 A     
半角英小文字 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
半角英大文字 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
半角数字 1234567890   
文字種 B     
半角は ASCII文字、全角は JISX0208   
全角チルダ～、全角スラッシュ／、全角マイナス－、全角∥、全角¬、全角¢、全角£は除く

文字種 C     
全角カタカナ、全角句点、全角読点、全角長音、全角スペース   
文字種 D     
全角は JISX0208文字、全角スペース  
全角チルダ～、全角スラッシュ／、全角マイナス－、全角∥、全角¬、全角¢、全角£は除く
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第 3章 ご利用にあたって 
 

3-1. 法人情報変更の手続き 

 

代表者や本社所在地など、法人情報に変更があったときは、下記の書類を提出してください。 

 

※代表者変更の場合、代表者が電子証明書を取得しているときは、次項の「電子証明書取得者

変更の手続き」の書類も提出してください。 

 

変更内容 提出様式・書類 

・代表者 商業登記簿謄本、法人代表者印に係る印鑑証明書 

・代表者印 法人代表者印に係る印鑑証明書 

・本社所在地 商業登記簿謄本、法人代表者印に係る印鑑証明書 

 

※上記変更項目が重複している場合は、各様式、商業登記簿謄本は１通の提出でかまいませ

ん。 

※連絡担当者やメールアドレスの変更は、「ご連絡担当者・請求担当者変更の手続き」、「メール

アドレス変更の手続き」を参照してください。 
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■ CECSIGN 電子証明書取得者変更の手続き 
 

組織内の異動などで、電子証明書取得者が変更になる場合は、下記の書類を 

ご提出いただく必要がございます。 
 

＜申請書類＞ 

①・[様式３]CECSIGN電子証明書発行者申請者リスト（新任者分） 

②・[様式５]CECSIGN電子証明書発行申請書（新任者分） 

・・・新任者の住民票、個人の印鑑登録証明書を添付 

 

③・[CECSIGN]電子証明書失効手続き申込書（前任者分） 

    ※前任者の電子証明書の有効期限がある場合は提出します 

 

書類ご提出後、本人限定受取郵便を受領し、同封の案内を参照してパソコン操作で新任者の電

子証明書を取得します。 

 

▼―！注目―▼ 
変更対象者（前任者）が下記のその他の様式に登録されている場合は、必要に応じて各様式の

変更申請を行います。（詳細につきましては、各様式をご参照ください。） 

 

・[様式１]法人利用契約書・変更申請書（代表者） 

・[様式２]届出印申請書 

・[様式４]担当者申請書（連絡担当者・請求担当者） 

・[様式６] CECTRUSTユーザ ID申請書（法人名、所在地変更） 

・[オンライン]ユーザ情報の変更（ユーザ名、部署名、役職名、電話、FAX、E-mail） 

  ・・・【第２章2-10.ユーザー情報変更】参照 
 

＜申請書ダウンロード先＞ 

CECTRUST サービスログイン後の画面メニュー【ダウンロード】ボタンからダウンロードいただけ

ます。 
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3-2. ご連絡担当者・請求担当者変更の手続き 

 

組織変更などによる、ご連絡担当者、請求先、メールアドレスなどのご変更が生じた場合は、ダウン

ロードメニューから必要書類をダウンロードし、必要事項をご入力のうえ、メールに添付してお送りくだ

さい。 

宛先：help-sign-trust@construction-ec.com 
変更箇所、変更内容によってご提出いただく様式が異なります。 

 
変更内容 提出様式 

・連絡担当者、請求先担当者情報 

（担当者氏名、住所、メールアドレス等） 

「様式４ 担当者申請書」をダウンロードして、

該当箇所を記入してください。 

 
 

3-3. メールアドレス変更の手続き 

 

CECSIGN/TRUST サービスでご登録のメールアドレスは３種類あります。メールアドレスに変更が発

生した際は該当書類をダウンロードし、新アドレスをご入力のうえメールに添付してお送りください。 

宛先：help-sign-trust@construction-ec.com 
 

変更内容 提出様式 

・連絡担当者メールアドレス 
「様式４ 担当者申請書」をダウンロードして、該当箇所

を記入してください。 

・ユーザーメールアドレス 
ログイン後[ユーザ情報変更]メニューから変更ができま

す。【第２章 2-10.ユーザー情報変更】参照 

 

※はじめのお手続きの際「様式５電子証明書発行申請書(旧名：個人利用契約書)」に記入され

たメールアドレスは、電子証明書を取得する PIN 番号のメールの宛先です。このメールアドレス

は年１回、電子証明書更新お手続き時のみ変更できます。（書類提出時に新アドレスをご記

入）。 
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3-4. CECSIGN電子証明書更新手続きの流れ 

 
CECSIGN 電子証明書は 1年間、もしくは 2 年間の有効期間があります。 

電子証明書の有効期限が切れると、電子契約を行なえませんので、更新のご案内を受け取られ

たら早めに更新手続きをすすめてください。 

 

①本人限定郵便にて承認通知書類を受領 
②「CECSIGN設定マニュアル」をダウンロード 

（電子証明書取得者の方） 

有効期限約６０日前 

約１０日間 更新申請書類の作成・ご提出 
（当社へ簡易書留で送付してください） 

更新申請書類の受領 
（連絡担当者の方へ郵送します） 

更新された電子証明書で 

CECTRUSTサービスをご利用いただけます 

イートークンへ電子証明書取得 

有効期限約６０日前 

ダウンロードPINのメール受信 
（電子証明書取得者の方） 

電子証明書オンライン申請 

パソコンの確認 

有効期限満了のお知らせ
 

■重 要■ 
電子証明書の有効期間の確認 
※必ず確認してください※ 

ＹＥＳ ＮＯ 

残り日数は３０日以内ですか？ 

待機 

CECSIGN 

設定マニュアル 

の操作 

・住民票の写し 

・個人の印鑑登録証明書 

のご提出も必要です 
【注意】 
本人限定郵便は、郵便局からの

通知を受け取りましたら直ちに受

領してください。 
連絡担当者の方は予め電子証

明書取得者の方へ、住民票に

記載されている住所に郵便局

からの通知が届きますことをご
連絡下さい。 

【注意】 

マニュアルのすべての操作を

しないと、電子証明書の更新

手続きは完了しません。 

数日間 

有効期間の確認方法 

「CECSIGN設定マニュアル」

の「第2章電子証明書の申

請・取得  4.取得した電子

証明書の確認」をご参考くだ

さい 30 日以内になりましたら 

操作を進めてください 

↓下記のお手続きにかかる日数は 
おおよその日数です 
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3-5. 取得されたCECSIGN電子証明書の確認 

インストールされた電子証明書の確認を行います。CECSIGN 認証サービスの電子証明書を

取得された場合の確認手順です。 

 
① eToken をパソコンに挿し込み、赤いランプが点灯することを確認します。 

Internet Explorer のメニューバーから[ツール]->[インターネットオプション]をクリックし、[コ
ンテンツ]タブを選択して[証明書]ボタンをクリッ
クします。 

② [発行元]が Construction-ec.com CA、 [発行先]に申請した「名前」、「名字」の表示があるこ
とを確認します。 
この画面で[フレンドリ名]が＜AKS・・・＞にな
っていることを確認します。 
 
発行者が当社のもので、フレンドリ名が＜な
し＞の場合は eToken に取得できていませ
ん。（「こまったときは(FAQ)」を参照のうえ確
認してください。） 
 
該当行を確認したら、その行をダブルクリック
し、証明書の詳細内容を確認します。 

③ [発行先]、[発行者]、[有効期間] などが表示され、正常に証明書が取得されていることが確
認できます。【OK】ボタンをクリックし、確認を終了します。 

有効期間 
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3-6. ご利用パソコンの変更など 

 

下記３つの場合はいずれも設定内容は同じです。 

・使用パソコンの変更 

・OS の再インストール 

・複数のパソコンで利用環境を設定 

 

※それまで使っていたパソコンが壊れてしまった場合、eToken に証明書が取得されていないと、

電子証明書の再発行が必要となるため、書類（住民票の写し、印鑑登録証明書等）の再提出をし

ていただき、お手続きをやりなおしていただくことになります。 

パソコンの故障などによりOS を再インストールされる場合は、事前に必ずeToken の中に証明

書が取得されているかを確認してから新しいパソコンに設定をしてください（確認方法→3-5. 取

得されたCECSIGN 電子証明書の確認P.5）。 

 

手順① ご使用のパソコンを変更される場合は、必ずそれまで使っていたパソコンでeToken 

の中に証明書が取得されているかを確認してから新しいパソコンに設定をしてくだ

さい（確認方法→3-5. 取得されたCECSIGN 電子証明書の確認P.5）。 

eToken の中に証明書を取得していることが確認できたら以下の設定を行ないま

す。 

手順② ［CECSIGN 認証サービス設定マニュアル］の［第1 章 パソコンへの環境設定］すべ

ての設定を順に行なってください。 

※インストールマニュアルはCEC.COM のホームページからダウンロードできま

す。 

① Acrobat のインストール 

② SecurePod 電子署名プラグインのインストール 

③ eToken 実行環境のインストール 

④ 認証局ルート証明書のインストール 

⑤ Acrobat の環境設定 

⑥ インストールした環境の確認 
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3-7. eToken（イートークン）のお取扱いについて 

 

電子証明書の入った eTokenは、契約印と同等の重要なものになりますので、電子署名の操

作時以外は、厳重に保管してください。また、eToken を使って電子署名操作を行なう場合は、

eToken パスワードを必要とします。eToken パスワードも厳重に保管してください。 

 

eToken、eTokenパスワードを紛失した場合は・・・ 

電子証明書の再発行が必要となるため、書類（住民票の写し、印鑑登録証明書等）の再提出をして

いただき、お手続きを途中からやりなおしていただくことになります。十分ご注意ください。 

 

電子署名操作時の USBポートへの差込み、抜き取りをする際は、パソコン上での必要操作はあ

りません。手で抜き差しをしてください。 
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第 4章 電子署名について 
 

CECTRUST®原本保管サービスをご利用いただくにあたり、保管する原本ファイルに電子証
明書を使って電子署名を行なう場合は、必ず本章を参照してください。 

本章では、必要な設定と、電子署名操作を説明しています。 

 

※ 電子署名を行なわない場合は、本章の操作は必要ありません。 

 

本サービスで対応する電子証明書は、「CECSIGN(㈱コンストラクション・イーシー・ドットコム)」、

「TypeA(㈱帝国データバンク)」、「e-Probatio PS・e-Probatio PS2（㈱ＮＴＴアプリエ）」です。上記

以外の電子証明書を使う場合は、署名、証明書検証は行なえません。 

 

4-1. 署名に必要な設定の確認(CECSIGN電子証明書) 

 

本サービスで電子署名をご利用いただくためには、ご利用の電子証明書の正しい設定が完

了している必要があります。 

 

＜CECSIGN電子証明書をご利用の場合＞ 
「CECSIGN 認証サービス[パソコン環境]・[電子証明書]設定マニュアル」（本マニュアルとは

異なります）内のすべての設定が済んでいないと、電子署名の操作でエラーが出るなど、ご

利用いただけませんので、必ず本ページの確認をしてすべての設定をしてください。 

 

＜提携電子証明書をご利用の場合＞ 
提携電子証明書（帝国データバンク社 TypeA、NTT アプリエ社 e-Probatio PS・e-Probatio 

PS2）をご利用の場合は、それぞれの電子証明書発行元の指示に従って設定を完了してくだ

さい(本ページの確認は必要ありません)。 

 

１１  
「CECSIGN認証サービス設定マニュアル」 第 1章 「3. eToken実行環境のインストール」が完了

しているか、Windows スタートボタンのプログラムメニューから、[eToken]の中に 1 つのメニューが入っ

ていることを確認します。 

図のように確認できない場合は、「CECSIGN 認証サービス設定マニュアル」内第 1 章の「3. 

eToken実行環境のインストール」を設定してください。 
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第 4章- 2 

２２  
「CECSIGN認証サービス設定マニュアル」の「1. Acrobat のインストール」・「2. SecurePod電子署

名プラグインのインストール」が完了しているかを確認します。 

 

Windows スタートボタンの[設定]メニューから、[コントロールパネル]を開き、[プログラム(アプリケ

ーション)の追加と削除]をダブルクリックします。[Adobe Acrobat 6.0]または[Adobe Acrobat 7.0]ま

たは[Adobe Acrobat 8.0]、[SecurePod 電子署名プラグイン]、「eToken Runtime Environment 

3.65（JP）」が表示されていることを確認します。 

 

 [Acrobat6.0]または[Acrobat7.0]または[Adobe Acrobat 8.0]が確認できない場合は、ご購入のうえ

インストールをしてください。AcrobatReader とは異なります。 

 

[SecurePod 電子署名プラグイン]が確認できない場合は、「CECSIGN 認証サービス[パソコン環

境][電子証明書]設定マニュアル」の第１章 2. SecurePod電子署名プラグインの設定を行なって

ください。 

３３  
eToken の中に電子証明書が取得されていることを確認します。 

確認手順は「CECSIGN 認証サービス設定マニュアル」「第 2 章 電子証明書の申請・取得」「4.

取得した電子証明書の確認」 を参照します。 

４４  
「CECSIGN 認証サービス設定マニュアル」の「第 1 章 パソコンへの環境設定」「4. 証認局ルート

証明書のインストール」で確認します。 

５５  
CECSIGN をご利用の場合は eToken のパスワードを用意します。 

eTokenのパスワードは、「CECSIGN認証サービス」「第 2章 電子証明書の申請・取
得」「eTokenの初期化」「eTokenフォーマット」で設定した、ユーザーパスワードで
す。 

 以上がととのったら、電子署名操作を行なえます。 

■WindowsXPをお使いの場合 ■Windows2000をお使いの場合 
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4-2. 電子署名の操作 

 

CECSIGN 電子証明書、TypeA 電子証明書、e-ProbatioPS（PS2）電子証明書をご利用の際

の、原本ファイルへの電子署名操作の説明です。 

原本ファイルは、AdobeAcrobat®(Ver.6.0 または7.0 または8.0)で PDF形式にしておく必要が
あります。PDF 以外の形式のファイルに電子署名を行なっても電子署名検証は行なえませ

ん。原本ファイルへの電子署名は、必須ではありません。 

 

CECSIGN 電子証明書(eToken)をお使いの場合 

１１  
 

お使いのパソコンの USB ポートへ eToken を接続し、赤いランプが点灯することを確認します。 

USBポートはパソコンの背面についていることがあります。 

USBポートが複数個ある場合、どちらに接続してもかまいません。 

 

TypeA、e-Probatio PS、e-Probatio PS2 電子証明書(IC カード)をお使いの場合 

１１  
 

お使いのパソコンのカードリーダーへ IC カードを挿入します。 

 

CECSIGN・TypeA・e-PorbatioPS・e-ProbatioPS2 共通の操作 

２２  
 

電子署名を行う PDF形式の原本ファイルをダブルクリックして開きます。Acrobat が起動します。 

 

 

 

 

 

 

TypeA、e-Probtaio PS、e-Probatio PS2(ICカード)を使う場合、PIN入力の画面が表示されます

ので、ICカードの PINを入力して OKボタンをクリックします。 

＜USBポート＞ 

＜eToken＞ 
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３３  
Acrobat が起動したら、「署名」 → 「この文書に署名（S）」 を選択します。 

 

 

 
 

 

 ■Acrobat6.0Professional/Standardの場合 ■Acrobat7.0Professional/Standardの場合 

帝国データバンク Ｔｙｐｅ－Ａ ＩＣカードのＰＩＮ 

ICカードの PINは帝国データバンクから配布されている「ICカード用 PIN通知書」

に記載されている「ICカード用 PIN」（4桁）を入力します。ICカードの PINは、

5 回連続して入力を間違えると、IC カードがロックされ使えなくなりますので、

ご注意ください。ロックした場合は、「ロック解除用 PIN」により解除ができます。

（機能詳細は帝国データバンク社へお問合せください）。 

 

ＮＴＴアプリエ e-Probatio PS、e-Probatio PS2 ＩＣカードのＰＩＮ 

ICカードの PINはＮＴＴアプリエから配布されている「ICカード用 PIN通知書」

に記載されている「ICカード用 PIN」（6桁）を入力します。ICカードの PINは、

10回連続して入力を間違えると、ICカードがロックされ使えなくなりますので、

ご注意ください。ロックした場合は、失効手続き後に再発行が必要になります。（機

能詳細はＮＴＴアプリエ社へお問合せください）。 

Point 

 

■Acrobat8.0Professional/Standardをお使いの場合 



CECTRUST®原本保管サービス操作マニュアル 
4-2. 電子署名の操作 

 
第 4章- 5 

４４  
「署名を続行（S）」ボタンをクリックします。 

！ポイント 
Acrobat8.0 をご使用の際は表示されませんので次の操作へ進んでください。 

 

５５  
「新規署名フィールド作成」を選択し、[次へ（N）]ボタンをクリックします。 

！ポイント 
Acrobat8.0 をご使用の際は表示されませんので次の操作へ進んでください。 

 

６６  
以下の画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。 

 

■Acrobat7.0Professional/Standardの場合 ■Acrobat6.0Professional/Standardの場合 

 

この画面は、初回署名時のみ表示されます。「文書の承認（D）」は選択しないで下

さい。 

Point 
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７７  
マウスで署名領域を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！ポイント 
Acrobat8.0 をお使いのお客様のみ下図の画面が表示されますので、 

eToken、もしくは IC カードを接続して「ＯＫ」ボタンをクリックしてください。    

                        

                            
                                     

  

 

選択した署名領域が小さい場合、署名の一部が表示されない場合があります。 

選択範囲の位置や大きさを修正する場合は、手順６の画面で「キャンセル」ボタ

ンをクリックし、手順１からやり直してください。 

Point 

 

 

この画面が表示された場合は、「方法（M）」から「SecurePod電子署名」を選択し

て、「デフォルトとして保存（S）」にチェックを入れ、[OK]ボタンをクリックしま

す。 

Point 
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 ＜「SecurePod電子署名プラグイン」が表示されない場合＞ 
 

下記の２つを確認してください。 

 

①「コントロールパネル」から「プログラムの追加と削除」を起動します。「SecurePod 電子署名プラグ

イン」がインストールされていることを確認してください。 

 

②古いバージョンの Acrobat を削除し、新しいバージョンの Acrobat をインストールした場合は、

SecurePod電子署名プラグインを削除し、再度インストールしていただく必要があります。 

 

Acrobat と SecurePod電子署名プラグインをインストール後、AcrobatReader をインストールまたは

更新していると、上記項目が表示されない場合がございます。その場合は、SecurePod 電子署名

プラグインを削除し、再度インストールする必要があります。SecurePod 電子署名プラグインのイン

ストールについては、「CECSIGN認証サービス設定マニュアル」を参照してください。 

８８  
証明書選択画面が表示されます。署名で使用する証明書を選択して、[OK]ボタンをクリックしま

す。 

 

 ＜証明書選択画面に名前が表示されない場合＞ 
 

以下の２つを確認してください。また巻末の「こまったときは(FAQ)」も参照してください。 

 

①. e-Token が USB ポートに接続されていない可能性があります。 

eToken に赤いランプが点灯していることを確認し、この画面で[Cancel]ボタンをクリックし､手順１

からやり直してください。 

② 電子証明書の有効期限を迎えていると名前が表示されません。 

電子証明書の有効期限を過ぎていないか、当社からの更新手続きの案内どおり、すべての手

順を完了しているか確認してください（「3-4. CECSIGN 電子証明書更新手続きの流れ(P.4)」

参照）。 

③ ルート証明書がインストールされていない場合、一覧に証明書が表示されません。 

・ ＣＥＣＳＩＧＮ証明書をお使いの場合は、「ＣＥＣＳＩＧＮ認証サービス設定マニュアル」の「認証

局ルート証明書のインストール」が完了しているかご確認ください。 

・ Type-A証明書をお使いの場合は、帝国データバンク社にお問い合わせください。 

・ e-Probatio PS、PS2証明書をお使いの場合は、ＮＴＴアプリエ社にお問い合わせください。 

 

必ず青く反転したこと

を確認してください。 
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９９  
名前を付けて保存ダイアログが表示されたら、ファイル名を付けて[保存(S)]ボタンをクリックします。 

 

1100  
eToken のパスワード入力画面が表示されます。eToken のパスワードを入力して、「OK」ボタンをクリ

ックします。 

                     

                                 

  

 

eTokenのパスワードは、「CECSIGN認証サービス設定マニュアルー第 2章 電子署

名の申請・取得― 1eToken の初期化―1.1eToken フォーマット」で指定したユー

ザーパスワードです。 

 

eTokenを挿し込んだまま、ひきつづき署名操作を行なうときはこのパスワード画

面は表示されません。 

Point 
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この画面が表示されたときは、入力された eTokenパスワードが間違っています。

大文字/小文字の区別を確認し、正しいパスワードを入力してください。 

 

パスワード入力を 15回以上間違えると、 

eTokenがブロックされます。 

その場合は「CECSIGN認証サービス設定マ 

ニュアル 第 2章 1.3eTokenブロック解除」 

を参照してください。                     

Point 

 

 

eTokenを挿し込んだまま、ひきつづき署名操作を行なうときはこのパスワード画

面は表示されません。 

Point 
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1111  
PDF ファイルへの署名が完了します。 

署名には会社名、署名者が表示されます。 

 ＜署名操作をやりなおす必要がある場合＞ 
 

同じ署名が複数ある場合や「文書が変更されています」の表示がある場合などは、電子署名操作

をやり直します。 

■同じ署名が複数ある ■「文書が変更されています」の表示

■署名が２個以上ある 

 

署名に”？”マークが表示される場合がありますが問題ありません。 

Point 
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 ＜署名が「×」で表示される場合＞ 
 

WindowsXP,2000 の場合は、署名が「×」で表示される場合があります。 

 

本サービス内、「ご利用上の注意」メニューの「SecurePod 電子署名プラグインのインストールのお願

い」で対応する必要プログラムの設定をご案内していますので必ず参照のうえ設定してください。 

「？」マークの場合は問題ありません。 

 ＜署名の箇所が“？”マークで表示されている場合＞ 
 

署名した箇所が“？”マークで表示される場合がありますが問題はありません。 

 

署名がされている PDF ファイルは、一度ファイルを閉じると次に開く時にも“？”マークや「不明な完全

性」が表示されますが問題ありません。 

 

 ＜メッセージが表示される場合＞ 
 

下図のメッセージが出てきたときは、SecurePod 電子署名プラグインがインストールされていない可能

性があります。それぞれ【OK】ボタンをクリックしてメッセージを閉じ、SecurePod電子署名プラグインの

確認(第 4章-P.2 手順２)をしてください。 
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 ＜”CRL”や”Temp”ファイルができあがっている場合＞ 
下図のファイルがパソコン内に作成された場合、SecurePod電子署名プラグインがインストールされて

いない可能性があります。SecurePod電子署名プラグインの確認(第 1章-P.2 手順２)をしてくださ

い。 

このファイル自体は電子証明書失効リストのファイルで、削除しても保存しておいても問題ありませ

ん。 

 ＜署名検証画面に以下のメッセージが表示される場合＞ 
 

署名検証画面に以下のメッセージが表示される場合がありますが、問題ございません。 

 

この署名が適用されていた文書のバージョンは変更されていませんが、その後、文書には変更が

加えられています。 

 
 
署名の完全性は不明です。 
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こまったときは（FAQ） 
 

CECTRUST®原本保管サービスをご利用のうえでエラーが出る、マニュアルどおりに操作が
できないなどの場合は、お問合せの前に必ず以下の項目を参照し確認してください。 

 

お電話でのお問合せは混雑してつながりにくいことがあります。 
本マニュアルをよくお読みのうえ、電子メールまたはＦＡＸにてお問合せください。 
 

－パソコン操作－ 
１. ユーザーID とパスワードを入力してもログオンエラーになる。 

 ユーザーID は「us-・・・・・」の ID を入力してください。 

パスワードを変更された場合は、変更後のパスワードを入力してください。 

パスワードを変更して変更後のパスワードを紛失した場合は、電子メールにてお申し出ください。

（宛先：help-sign-trust@construction-ec.com） 

 

入力アルファベット文字は大文字・小文字の区別をしてください。 

パスワードは入力文字列が表示されませんので、大/小文字の区別がわからないときは、メモ帳や

MicrosoftWord などで文字を入力して確認してください。 

 

ユーザーIDがわからない場合は、社内の当サービスご連絡担当者に確認してください。IDを紛失さ

れたときは電子メールにてお申し出ください（お電話では受付できません）。 

 

２. ユーザーID とパスワードを入力すると会員ページではなく”パスワード変更”画面になる。 

 はじめてログオンする際は、パスワード変更画面が表示されます。新しいパスワードを設定する場

合は、変更後のパスワードが有効となりますので、紛失のないよう厳重に管理してください。パスワ

ードを変更しない場合は、変更画面のパスワード入力画面すべてに、初期ログオン時パスワードを

入力して[パスワード変更]ボタンを押してください。 

 

[パスワード変更]ボタンを押すと、再度ログオン画面に変わります。上記操作で設定したパスワード

を入力してログオンボタンをクリックすると会員ページが表示されます。 
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３. 該当案件が表示されません。 

 ＜非表示設定にされていませんか？＞ (2-5. 案件の表示/非表示 P.13 参照) 
画面上部の[一覧表示]ボタンをクリックするか、案件検索画面で[全件を表示]ボタンをクリックして
確認します。 
 
＜他のユーザーに案件を移動されていませんか？＞ (2-6. 案件情報の変更・移動 P.16 参照) 
「cs-・・・・」で始まる会社 ID でログインしなおし、上記と同様に[一覧表示]または案件検索画面
で[全件を表示]ボタンをクリックして確認します。 

      

 
４. 原本ファイルをダウンロードできません。 

 一度、[案件一覧に戻る]ボタンをクリックして案件一覧に戻り、 

再度[詳細]文字をクリックします。案件詳細画面の「原本ファイル」欄のファイル名の文字上をクリッ

クするとダウンロードできます。 

       
 

5. データを登録しようとすると、保管場所欄の下に「子フォルダを選択してください」のメッセージが

出て登録できない。 

 親フォルダにはデータの登録はできません。子フォルダを選択する必要があります。子フォルダがない

場合は、子フォルダを作成してください（2-9. 保管フォルダの管理 P. 23 参照）。 
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6. 原本ファイルには必ず署名をしなければならないのですか？ 

 原本ファイルへの電子署名は必須ではありません。署名をしなくても原本保管ができます。 

7. 入札に使用している電子証明書があります。それを利用してもよいのでしょうか？ 

 本サービスで対応する電子証明書は、「CECSIGN(㈱コンストラクション・イーシー・ドットコム)」、
「TypeA(㈱帝国データバンク)」、「e-Probatio PS・e-Probatio PS2（㈱ＮＴＴアプリエ）」です。 
上記以外の電子証明書を使う場合は、原本ファイルの保管はできますが、署名、証明書検証機

能は利用できません。 

8. 署名をするファイルはどのファイルを開けばいいのですか？ 

 原本ファイル作成時に保存した場所から開きます。 
保存した場所がわからなくなったときは、再度原本ファイルを作成しなおしてください。 

9. 署名に“？”の印、｢不明な完全性｣が出ている。 

 電子署名がされているＰＤＦファイルを開くとき、また電子署名操作を行なったあとに、”？”マークや
「不明な完全性」の表示が出ることがありますが、問題はありません。次の操作にすすんでくださ

い。 

10. Acrobat のメニューで「文書に署名」や「この文書に署名」のメニューを選択できない。 

 ファイルを開いているアプリケーションが AcrobatReader になっていないかウィンドウの左上を確認
してください。AcrobatReader では電子署名操作は行なえません。 
この場合 Acrobat を起動し、[ファイル]メニューの[文書を開く]から目的のファイル
を選択して開きます。 

11 eToken の差込みや抜き取りに必要な操作はありますか？ 

 特にありません。差込んだときは、必ず赤いランプが点灯することを確認してください。また、電子署

名操作を行なうとき以外は、必ずパソコンから取り外して厳重に保管してください。 
 

12.  eToken を差込むと「ハードウェアの検索ウィザード」画面が表示される。 

 画面内の設定は変えずに【次へ】ボタンを押してウィザードをすすめ、最後に【完了】ボタンをクリック

して、eToken に赤いランプが点灯することを確認してください。 
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13. 署名操作をしているときに、「文書が変更されています」の表示が出ている。 

 電子署名操作が完了した時点で「文書が変更されています」の表示があるか確認してください。 
署名が完全に生成されるまでは上記の表示がされますが、署名が生成されると消えます。署名操

作が完了してもなお表示されている場合は、契約書類ダウンロードの操作からやりなおします。 

14. 案件データを間違えて送信してしまった。データを削除したい。 

 案件データの削除を行なえません。 

「案件名」と「自由記入欄」は変更ができます。また保存場所も変更ができます。 

「2-6. 案件情報の変更・移動 (P.16)」を参照してください。 

15. 使用するパソコンを変更したい。OS を再インストールしたい。複数台に設定したい。 

 第 3章-P.6 の内容を参照して下さい。 

16. 署名を行なった PDF ファイルは自分で保存しておいたほうがいいのですか？ 

 保存して残す必要はありません。サーバー上に保管されますので、必要なときは「2-4. 案件検索
(P.11)」の操作を行なってダウンロードし、参照や印刷ができます。 

 

－パソコン操作以外－ 
１. 電子証明書の有効期間残日数が０日になるとどうなるのでしょうか？ 

 有効期限がなくなると、電子署名操作を行なえません。 

電子証明書有効期限からおおよそ 60 日前に更新お手続きのご案内や書類を当社からお

送りしています（3-4. CECSIGN電子証明書更新手続きの流れ P.4）。 
早めに電子証明書更新手続き・操作のすべてを完了してください。 

２. メールアドレスを変更する。 

 「3-3. メールアドレス変更の手続き(P.3)」を参照してください。 
３. 連絡担当者、電子証明書取得者、法人の情報を変更する。 

 「3-1. 法人情報変更の手続き(P.1)」、「3-2. ご連絡担当者・請求担当者変更の手続
き(P.3)」、「3-3. メールアドレス変更の手続き(P.3)」を参照してください。 

４. eToken を紛失してしまった。  

 再度、電子証明書申請お手続きから行なっていただく必要がございます。 

当社ヘルプデスクへ電子メールにてご連絡ください 

(help-sign-trust@construction-ec.com)。 

手続きに必要な書類は、「3-4. CECSIGN 電子証明書更新手続きの流れ(P.4)」でご案
内している書類です。 
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５. eToken パスワードがわからない。  

 eToken のパスワードは、【CECSIGN 認証サービス設定マニュアル_ 第 2 章 電子証明書の

申請・取得 1eToken の初期化】で設定したパスワードです。 

万が一ご紛失された場合は、当初設定したパスワードをご確認下さい。 

６. パソコン設定をしようとしたらインストールファイルを紛失したようだ。  

 CECTRUSTサービスログオン後のトップページより、画面上部の[ダウンロード]ボタンを押すとダ

ウンロードページへ遷移します。そちらのページよりダウンロードできます。 



 

 

 

＜付録＞
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お問合せシート 

■ お問い合せシート 
 

CECTRUST保管サービスの操作に関するお問合せ内容を、下記の項目にご記入のうえ FAXでお
送りください。お問合せ内容を確認させていただき、当社より E-mailまたは FAXにてご回答致
します。 
 
御 社 名     送信日  月 日 
お 客 様 名        
E-mailアドレス        

電話番号    FAX番号     
 
１．操作に関するご質問の種類 

①操作でエラーが出る ②操作途中でわからなくなった ③マニュアルと画面が異なる 

④その他[        ] 

 
２．操作状況 

①月末、月初の電子契約処理を行なっている 

②電子契約をするための、パソコンへのインストール、設定 

③その他[        ] 

 
３．お使いのパソコンのバージョン [Windows   ] 

 
４．参照しているマニュアル（マニュアルの表紙のタイトル）とマニュアルのバージョン・参照しているペー

ジ 

① CECTRUST原本保管サービスマニュアル(本マニュアルです) [Ver.   ,   ページ] 

② CECSIGN認証サービス設定マニュアル [Ver.     ,     ページ] 

③ その他 

[        ] 

 
５．お問合せ内容（エラーが出る場合はエラー内容もご記入ください） 
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お問合せシート 

■ お問い合せシート 
 

CECTRUST保管サービスの操作に関するお問合せ内容を、下記の項目にご記入のうえ FAXでお
送りください。お問合せ内容を確認させていただき、当社より E-mailまたは FAXにてご回答致
します。 
 
御 社 名     送信日  月 日 
お 客 様 名        
E-mailアドレス        

電話番号    FAX番号     
 
１．操作に関するご質問の種類 

①操作でエラーが出る ②操作途中でわからなくなった ③マニュアルと画面が異なる 

④その他[        ] 

 
２．操作状況 

①月末、月初の電子契約処理を行なっている 

②電子契約をするための、パソコンへのインストール、設定 

③その他[        ] 

 
３．お使いのパソコンのバージョン [Windows   ] 

 
４．参照しているマニュアル（マニュアルの表紙のタイトル）とマニュアルのバージョン・参照しているペー

ジ 

① CECTRUST原本保管サービスマニュアル(本マニュアルです) [Ver.   ,   ページ] 

② CECSIGN認証サービス設定マニュアル [Ver.     ,     ページ] 

③ その他 

 [        ] 

 
５．お問合せ内容（エラーが出る場合はエラー内容もご記入ください） 
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お問合せシート 

■ お問い合せシート 
 

CECTRUST保管サービスの操作に関するお問合せ内容を、下記の項目にご記入のうえ FAXでお
送りください。お問合せ内容を確認させていただき、当社より E-mailまたは FAXにてご回答致
します。 
 
御 社 名     送信日  月 日 
お 客 様 名        
E-mailアドレス        

電話番号    FAX番号     
 
１．操作に関するご質問の種類 

①操作でエラーが出る  ②操作途中でわからなくなった  ③マニュアルと画面が異な

る 

④その他[        ] 

 
２．操作状況 

①月末、月初の電子契約処理を行なっている 

②電子契約をするための、パソコンへのインストール、設定 

③その他[        ] 

 
３．お使いのパソコンのバージョン [Windows   ] 

 
４．参照しているマニュアル（マニュアルの表紙のタイトル）とマニュアルのバージョン・参照しているペー

ジ 

① CECTRUST原本保管サービスマニュアル(本マニュアルです) [Ver.   ,   ページ] 

② CECSIGN認証サービス設定マニュアル [Ver.     ,     ページ] 

③ その他 

[        ] 

 
５．お問合せ内容（エラーが出る場合はエラー内容もご記入ください） 

 
 



 

 
 

■ お客様お控えメモ 
 

CECTRUST保管サービスをご利用される際の必要 IDやパスワード、ご登録されている

メールアドレスなどをお控えください。 

またご担当者が変更になる場合は、この内容を後任者に必ず引き継いでください。 

 

項 目 内 容 

CECTRUST保管サービスご利用開始日      年    月    日 

eToken管理者パスワード  

eTokenユーザパスワード  

CECTRUST保管サービスユーザーID ｕｓ－ 

CECTRUST保管サービス初期パスワード  

CECTRUST保管サービス変更後パスワード  

     年    月    日 

     年    月    日 電子証明書有効期限 
（更新した証明書を２行目以降に記入してください） 

     年    月    日 

電子証明書取得者のお名前（様式５）  

ユーザーIDご利用者名（様式６）  

通知メールアドレス宛先（様式６） ＠ 

ご連絡担当者名（様式４）  

ご連絡担当者メールアドレス（様式４） ＠ 

 

※項目内の様式番号は、はじめのお手続き時に書類の該当様式です。それぞれ記入された内

容が登録されています。 
 



 

 
 

●本書に記載の会社名と商品名はそれぞれ各社の商標もしくは登録商標です。 

●『CECSIGN認証サービス®』および『CECTRUST®』は、株式会社コンストラクシ
ョン・イーシー・ドットコムの登録商標であり、『CECSIGN 認証サービス®』、
『CECTRUST®』にかかる著作権、その他の権利はすべて株式会社コンストラクショ
ン・イーシー・ドットコムに帰属します。 
●本書の著作権は、すべて株式会社エヌ・ティ・ティ・データに帰属します。 

●本書の一部または全部を、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの書面による許可なく複製・

改変・転用・公衆送信することは、その形態を問わず禁じます。 

●株式会社エヌ・ティ・ティ・データ及び株式会社コンストラクション・イーシー・ドット

コムは、本書に記載されたデータの使用に起因する損害、及び、本マニュアルが第三者の特

許権、著作権およびその他の権利を侵害していないことについては保障しないものとし、当

社はその責を負いません。 

●本書の掲載内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 

 

 

 

 
  お問合せの前に必ず、本マニュアル内の[こまったときは（FAQ）]を参照してください。 

※お問合せの７割が本マニュアル内に記載されているご質問です。 
 

CECTRUST®サービスのお問合せ先 
電子契約サービスヘルプデスク 

問合せ受付：祝休日・年末年始を除く月曜日～金曜日 
９：００～１２：００ １３：００～１８：００ 

 
お電話でのお問合せは混雑する場合がございます。 
お問合せの際はお問合せシートをご用意ください。 
できるだけ電子メールや FAXでお問合せください。 
お客様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

 
help-sign-trust@construction-ec.com 

FAX：03-3842-0812 
 
 

CECTRUST®原本保管サービス操作マニュアル  
株式会社 コンストラクション・イーシー・ドットコム 


